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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月29日に提出した第56期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正

すべき事項がありましたので、これを訂正するため、証券取引法第24条の２第１項の規定に基づき有価証券報告書の訂正報告書を

提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

第６ 提出会社の株式事務の概要 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

  

  

第一部【企業情報】 
  

第４【提出会社の状況】 
  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  （訂正前） 

(1）～ (6）（省略） 

  

  （訂正後） 

(1）～ (6）（省略） 

  

(7）取締役の定数 

 当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。 

  

(8）取締役の選任の決議要件 

 当社は、取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨を定款に定めております。 

  

(9）株主総会の決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項 

 当社は、会社法165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を

定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。 

  

(10）株主総会の特別決議要件 

 当社は、会社法309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和すること

により、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。 

  

 



第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

  （訂正前） 

 

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月３１日 

株券の種類 
１株券、５株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、 
10,000株券及び100株未満の株数を表示した株券 

剰余金の配当の基準日 ３月３１日 

１単元の株式数 １，０００株

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 一枚につき200円

単元未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社 

取次所 
みずほ信託銀行株式会社全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社本店及び全国各支店 

買取手数料 

算式により１単元当りの金額を算定し、これを買取った
単元未満株式の数で按分した金額といたします。 
（算式） 
100万円以下の金額につき            1.150％ 
100万円を超え 500万円以下の金額につき     0.900％ 
500万円を超え 1,000万円以下の金額につき    0.700％ 
1,000万円を超え 3,000万円以下の金額につき   0.575％ 
3,000万円を超え 5,000万円以下の金額につき   0.375％ 
（円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。） 
ただし、１単元当りの算定金額が2,500円に満たない場合 
には、2,500円といたします。 

公告掲載方法 

電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、大阪市および東京
都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。 
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは
次のとおりです。 
http://www.sxl.co.jp/corporate/kessan/index.html 

株主に対する特典 該当事項はありません



  （訂正後） 

 （注） 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式

の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。 
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